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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第83期
第１四半期
連結累計期間

第84期
第１四半期
連結累計期間

第83期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 13,707 13,378 54,438

経常利益 (百万円) 1,821 1,581 5,708

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,679 1,220 4,764

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,270 2,382 4,157

純資産額 (百万円) 54,435 57,814 55,929

総資産額 (百万円) 73,773 76,985 74,597

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 57.40 41.70 162.83

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.8 74.0 74.0

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。

(1)経営成績の分析      

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要等を背景に緩やかな持ち直しの動きがみ

られたものの、円高の長期化や電力不足問題等、懸念すべき課題が多い中で推移しました。

　海外経済も、米国では緩やかな回復がみられたものの、欧州財政金融問題の世界的波及や中国などの新

興国経済の成長鈍化により、減速感が広がりました。当社グループの主要需要業界におきましては、自動

車や建設機械業界は比較的堅調に推移したものの、半導体や液晶業界における設備投資は引き続き低調

でした。　　

このような環境下、当社グループは新たに策定した中長期経営計画『Ｖ２０２０』に基づき収益の向

上に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、133億７千８百万円と前年同期比３億２千９百

万円減(2.4％減)となりました。損益面でも、減収を主因に営業利益は５億８千９百万円となり、前年同期

比１億１千３百万円減(16.1％減)となりました。また半導体業界の低迷による持分法投資利益の減少も

あり、経常利益は、15億８千１百万円と前年同期比２億３千９百万円減(13.2％減)、四半期純利益は12億

２千万円となり前年同期比４億５千９百万円減（27.3％減）となりました。　

　
セグメントの業績は、次のとおりです。　　　

①ベルト・ゴム製品事業

主力のベルト製品は、繊維業界向けは比較的堅調でしたが、半導体・液晶装置業界向けなどが低調でし

た。また、ゴム製品ではＯＥＭ向け免震ゴムは堅調でしたが、工作機械用シール製品や道路用資材が低調

でした。関連会社向けのゴム素材製品も関連会社における販売高減少により低調となりました。

以上の結果、売上高は50億９千７百万円となり、前年同期比６億２千１百万円減（10.9％減）となり、

セグメント利益（営業利益）は減収により４億１千３百万円と前年同期比８千２百万円減（16.7％減）

となりました。

②ホース・チューブ製品事業

ホース・チューブ製品では、建設機械向け油圧ホース製品は、好調に推移しましたが、一般空圧市場、半

導体装置向けチューブ製品は低調に推移しました。一方、自動車部品はトラック向けエアブレーキ製品や

燃料用チューブが昨年の震災影響による大幅減からの回復もあり、大幅な受注増となりました。

以上の結果、売上高は51億７千５百万円と前年同期比３億８千９百万円増（8.1％増）となりました

が、原材料の高騰等により、セグメント利益（営業利益）は２億２千４百万円と前年同期比４千２百万円

減（15.8％減）となりました。
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③その他産業用製品事業

空調製品では、半導体・液晶業界向けが低調でした。メカトロ・センサ製品は、海外を中心に自動車業

界の設備投資関連で堅調でした。また半導体・液晶関連業界向けの感温性粘着テープであるインテリマ

テープは、業界の低迷の影響により低調でした。

　以上の結果、売上高は22億５千２百万円となり、前年同期比４千２百万円減（1.9％減）となり、セグメ

ント利益（営業利益）は原価低減等により１百万円の営業利益となり、前年同期比１千１百万円の改善

となりました。

④不動産事業

不動産収入は堅調に推移した結果、売上高は２億６千４百万円となり、セグメント利益（営業利益）は

１億９百万円となりました。

⑤経営指導事業

経営指導の対象となる関連会社の業績が改善した結果、売上高は２億３千８百万円ととなり、セグメン

ト利益（営業利益）は２億１千３百万円となりました。

⑥その他

自動車運転免許教習事業や北海道における山林事業等で構成されるその他の売上高は３億５千万円と

なり、セグメント利益（営業利益）は７千５百万円となりました。

　
(2)財政状態の分析　　　　　　

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較し23億８千８百万円増加し、769億

８千５百万円となりました。流動資産は、現金及び預金やたな卸資産の増加を主要因に前連結会計年度末

と比較し14億６千２百万円増加の374億３千９百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末と比

較し９億２千６百万円増加し、395億４千６百万円となりました。持分法適用会社の利益剰余金増加によ

る投資有価証券の増加が主な要因であります。 　　

負債合計は、前連結会計年度末と比較し５億３百万円増加し、191億７千１百万円となりました。賞与引

当金の増加が主な要因であります。　　

純資産合計は、前連結会計年度末と比較し18億８千５百万円増加し578億１千４百万円となりました。

四半期純利益12億２千万円による利益剰余金の増加が主な要因であります。

　
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等は次のとおりです。

（株式会社の支配に関する基本方針）　　　　　　

当社取締役会は、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社の株式に対する大規模買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、一概にこれ

を否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、わが国の資本市場においては、対象となる企業の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行

為またはこれに類似する行為を強行する動きがありますので、企業においてその対策をしておく必要が

あります。
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当社の財務及び事業の方針を決定する者の在り方としては、当社の経営理念、経営指針、企業価値のさ

まざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係などを充分に理解し、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、

企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為またはこれに類似す

る行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合において、これを受け入れるかどうかは、最終的

には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであるという考えから、平成19年６月26日開催の第78期

定時株主総会において、買収防衛策の導入は株主総会の決議で定めることができるとする定款変更を行

いました。また、本買収防衛策の有効期間は２年間としておりましたので、平成21年６月25日開催の第80

期定時株主総会において、同内容の買収防衛策を中期経営計画に合わせて３年に変更して継続し、平成24

年６月26日開催の第83期定時株主総会において、さらに３年の継続をしております。

なお、その概要は次のとおりであります。 

議決権割合が20％以上となるような当社株式の大規模買付行為を行おうとする者（当社取締役会が同

意したものを除く）に対し、①事前に大規模買付者の概要、買付目的、買付価格の根拠及び経営方針など

に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提出すること、②当社取締役会による当該大規模買付行

為に対する評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきであること、とするルールを設定

し、このルールが遵守されない場合には、株主利益の保護のため、対抗措置として新株予約権の無償割当

を行う可能性があることといたしました。

また、大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に、取締役の善管注意義務に基づき、前記の対抗

措置をとることもあるとしております。 

なお、公正を期するため、大規模買付行為に対して、取締役会が講じる措置の是非を検討し、取締役会に

勧告する機関として、当社の社外監査役及び経営諮問委員会の社外メンバーによる独立委員会を設置し

ております。 

　
(4)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、２億６千８百万円でありま

す。なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 30,272,50330,272,503

東京証券取引所
市場第１部
大阪証券取引所
市場第１部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式。
単元株式数は100株でありま
す。

計 30,272,50330,272,503― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

― 30,272,503 ― 8,060 ― 7,608

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
  普通株式

1,010,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,251,600
292,516 ―

単元未満株式
普通株式

10,703
― ―

発行済株式総数 30,272,503― ―

総株主の議決権 ― 292,516 ―

(注) １．「完全議決権株式（その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株（議決権50個）含まれており

ます。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式62株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
ニッタ株式会社

大阪市浪速区桜川
４－４－26

1,010,200― 1,010,200 3.34

計 ― 1,010,200― 1,010,200 3.34

 

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,574 13,317

受取手形及び売掛金 ※
 17,543

※
 17,651

たな卸資産 4,213 4,690

繰延税金資産 556 679

その他 1,140 1,149

貸倒引当金 △51 △49

流動資産合計 35,977 37,439

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,403 10,389

機械装置及び運搬具（純額） 1,997 1,977

工具、器具及び備品（純額） 360 397

土地 2,246 2,258

建設仮勘定 244 392

その他（純額） 191 227

有形固定資産合計 15,444 15,643

無形固定資産 726 674

投資その他の資産

投資有価証券 20,173 21,311

長期貸付金 192 182

繰延税金資産 1,331 1,084

その他 789 687

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 22,449 23,228

固定資産合計 38,620 39,546

資産合計 74,597 76,985

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,729 10,943

短期借入金 371 479

未払法人税等 238 174

賞与引当金 766 1,232

その他 1,872 1,811

流動負債合計 13,978 14,641

固定負債

長期借入金 230 223

退職給付引当金 2,961 2,909

役員退職慰労引当金 255 229

負ののれん 18 9

その他 1,223 1,157

固定負債合計 4,689 4,529

負債合計 18,668 19,171
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,060 8,060

資本剰余金 7,608 7,608

利益剰余金 46,114 46,837

自己株式 △1,496 △1,496

株主資本合計 60,287 61,010

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 308 320

為替換算調整勘定 △5,415 △4,345

その他の包括利益累計額合計 △5,107 △4,025

少数株主持分 749 829

純資産合計 55,929 57,814

負債純資産合計 74,597 76,985
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 13,707 13,378

売上原価 10,256 10,025

売上総利益 3,451 3,353

販売費及び一般管理費 2,748 2,763

営業利益 702 589

営業外収益

受取利息 6 7

受取配当金 30 49

業務受託料 95 89

持分法による投資利益 1,055 738

その他 46 213

営業外収益合計 1,234 1,096

営業外費用

支払利息 9 7

業務受託費用 94 88

その他 11 8

営業外費用合計 115 104

経常利益 1,821 1,581

特別利益

固定資産売却益 0 2

特別利益合計 0 2

特別損失

固定資産売却損 － 7

固定資産除却損 1 5

その他 0 －

特別損失合計 2 12

税金等調整前四半期純利益 1,819 1,571

法人税、住民税及び事業税 99 170

法人税等調整額 △11 126

法人税等合計 87 297

少数株主損益調整前四半期純利益 1,732 1,274

少数株主利益 52 53

四半期純利益 1,679 1,220
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,732 1,274

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6 3

為替換算調整勘定 217 416

持分法適用会社に対する持分相当額 326 688

その他の包括利益合計 537 1,108

四半期包括利益 2,270 2,382

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,199 2,301

少数株主に係る四半期包括利益 71 80
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

  ※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 530百万円 561百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれん

の償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　
　
　
　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
  至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日)

減価償却費
のれんの償却額
負ののれん償却額

401百万円
12百万円
△9百万円

383百万円
12百万円
△9百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 468 16平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 497 17平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
（注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額
(注)３

ベルト・
ゴム製品
事業

ホース・
チューブ
製品事業

その他 
産業用 
製品
事業

不動産事
業

経営指導
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への
  売上高

5,7194,7852,295 268 25013,31739013,707 ― 13,707

  セグメント間
  の内部売上高
  又は振替高

9 ― ― 13 42 64 186 251 △251 ―

計 5,7284,7852,295 281 29213,38257613,959△25113,707

セグメント利益又
はセグメント損失
（△）

495 266 △9 103 195 1,05287 1,139△436 702

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車運転免許教習事業、山林事業、

牛馬育成・販売事業、業務受託・人材派遣事業等を含んでおります。 

２　セグメント利益又はセグメント損失の調整額△436百万円には、セグメント間取引消去△0百万円、各報告セグ

メントに反映していない全社費用△436百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

３　セグメント利益又はセグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
（注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額
(注)３

ベルト・
ゴム製品
事業

ホース・
チューブ
製品事業

その他 
産業用 
製品
事業

不動産事
業

経営指導
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への
  売上高

5,0975,1752,252 264 23813,02735013,378 ― 13,378

  セグメント間
  の内部売上高
  又は振替高

9 ― ― 13 63 86 37 123 △123 ―

計 5,1065,1752,252 277 30213,11438713,502△12313,378

セグメント利益 413 224 1 109 213 962 75 1,037△447 589

(注) １　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車運転免許教習事業、山林事業、

畜産事業、業務受託・人材派遣事業等を含んでおります。 

２　セグメント利益の調整額△447百万円には、セグメント間取引消去△0百万円、各報告セグメントに反映してい

ない全社費用△447百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の総務

部門等管理部門に係る費用であります。

３　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。

これによるセグメント利益に与える影響は軽微であります。

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

 　 １株当たり四半期純利益金額 57円40銭 41円70銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 1,679 1,220

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,679 1,220

    普通株式の期中平均株式数(千株) 29,262 29,262

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２４年８月９日

ニッタ株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　西　幹　男　　　　印
　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　柳　　　年　哉　　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニッ
タ株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成２４年４月１日から平成２４年６月３０日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成２４年４月１日か
ら平成２４年６月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ニッタ株式会社及び連結子会社の平成２４年
６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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